
傷病手当を申請される方へ 
 

 

支給対象期間 

 

 

 

                 注意：治癒した場合、支給対象期間はその前日までとなります。 

                      その場合は、安定所までご連絡ください。 

 

申請期間 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日まで 

申請方法につきましては、以下の書類を本人または代理人が持参（２階２４番窓口）、もしくは

郵送（できるだけ簡易書留でお願いいたします）でご提出ください。 

 

※ 代理人での申請の場合は、委任状および委任された方本人を確認できる証明（運転免許証、

住民基本台帳カード等）が必要です。 

※ 途中で働けるようになった時は、必ず安定所まで連絡をお願いします。 

 

 

提出書類 

① 傷病手当支給申請書 

② 雇用保険受給資格者証（写真付のカード） 

③ 失業認定申告書（基本手当からの切り替えの方） 

④ 郵送の場合は返信用の封筒（返信先を記入した封筒） 

 

 

 

申請書類提出先とお問い合わせ 

〒810-8609 福岡市中央区赤坂１－６－１９ 

                         福岡中央公共職業安定所 

                         雇用保険給付課 傷病手当担当 

                         ＴＥＬ ０９２－７１２－８６０９（11＃） 

                         

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日まで 








